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【部門区分】第６部門第１区分
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【年通号数】公開・登録公報2018-035
【出願番号】特願2018-513356(P2018-513356)
【国際特許分類】
   Ｇ０１Ｓ   5/14     (2006.01)
【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】令和1年8月6日(2019.8.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　受信器装置（４００）であって、
　損失性導電媒体（２０３）の上に持ち上げられた帯電端子（ＴＲ）と、
　前記帯電端子（ＴＲ）と前記損失性導電媒体（２０３）との間を結合された受信器ネッ
トワーク（３０６ａ）であって、前記受信器装置（４００）の近傍にある前記損失性導電
媒体（２０３）の特性に少なくとも部分的に基づくウェーブチルト角（Ψ）であって基準
誘導表面波（５０９ａ－５０９ｄ）に関連付けられたウェーブチルト角（Ψ）と合致する
位相遅延（Φ）を有する、受信器ネットワーク（３０６ａ）と、
　プロセッサ（４１３）と、
　メモリ（４１６）と、
　前記メモリに記憶され、前記プロセッサによって実行可能なアプリケーション（４２３
）と、を備える装置であって、前記アプリケーションは、前記プロセッサによって実行さ
れるとき、前記受信器装置（４００）に、少なくとも、
　地上局から送出されて前記受信器ネットワークによって受信された、前記基準誘導表面
波の波長及び位相を識別すること（６０６）と、
　前記地上局から送出されて前記受信器ネットワークによって受信された、前記基準誘導
表面波の波長の数として測定される重ねられた誘導表面波の範囲を識別すること（６０９
）と、
　前記基準誘導表面波の前記位相（６１３）及び前記重ねられた誘導表面波（６１９）の
前記範囲に少なくとも部分的に基づいて、前記地上局からの前記受信器ネットワークの距
離を計算すること（６１６）と、
　前記地上局（６２６）からの前記受信器ネットワークの距離に少なくとも部分的に基づ
いて、前記受信器ネットワーク（６２３）の位置を判定することと、のアクションを実行
させる、受信器装置（４００）。
【請求項２】
　前記アプリケーションは、前記プロセッサによって実行されるとき、受信器装置に更に
、少なくとも、
　第２の地上局から送出されて前記受信器ネットワークによって受信された、第２の基準
誘導表面波の第２の波長及び第２の位相を識別させ、
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　前記第２の地上局から送出されて前記受信器ネットワークによって受信された、前記第
２の基準誘導表面波の波長の第２の数として測定される第２の重ねられた誘導表面波の第
２の範囲を識別させ、
　前記第２の基準誘導表面波の前記第２の位相及び前記第２の重ねられた誘導表面波の前
記第２の範囲に少なくとも部分的に基づいて、前記第２の地上局からの受信器ネットワー
クの第２の距離を計算させ、
　前記受信器装置に前記受信器ネットワークの前記位置を判定させることは、前記第２の
地上局から前記受信器ネットワークの前記第２の距離に更に少なくとも部分的に基づくも
のである、請求項１に記載の受信器装置。
【請求項３】
　前記アプリケーションは、前記プロセッサによって実行されるとき、前記受信器装置に
、少なくとも、前記受信器装置の前記メモリに記憶され、前記受信器装置に関連付けられ
た慣性データに少なくとも部分的に基づいて、前記受信器ネットワークの大体の位置を更
に識別させ、
　前記受信器装置に前記受信器ネットワークの位置を判定させることは、前記受信器ネッ
トワークの前記大体の位置に更に少なくとも部分的に基づくものである、請求項１又は２
に記載の受信器装置。
【請求項４】
　前記アプリケーションは、前記プロセッサによって実行されるとき、前記受信器装置に
、少なくとも、前記受信器ネットワークの大体の位置が前記受信器ネットワークの範囲内
のセルラーネットワークタワーの識別情報に少なくとも部分的に基づくものであると、更
に識別させ、
　前記受信器装置に前記受信器ネットワークの位置を判定させることは、前記受信器ネッ
トワークの前記大体の位置に更に少なくとも部分的に基づくものである、請求項１又は２
に記載の受信器装置。
【請求項５】
　前記アプリケーションは、前記プロセッサによって実行されるとき、前記受信器装置に
、少なくとも、前記受信器ネットワークの範囲内の無線伝送タワーの識別情報に少なくと
も部分的に基づいて、前記受信器ネットワークの大体の位置を更に識別させ、
　前記受信器装置に前記受信器ネットワークの位置を判定させることは、前記受信器ネッ
トワークの前記大体の位置に更に少なくとも部分的に基づくものである、請求項１又は２
に記載の受信器装置。
【請求項６】
　前記帯電端子は高さ調整可能であり、前記帯電端子の高さを変えることで、前記位相遅
延（Φ）が変化する、請求項１～５のいずれか一項に記載の受信器装置。
【請求項７】
　前記重ねられた誘導表面波は、前記基準誘導表面波より高い周波数を有する、請求項１
～６のいずれか一項に記載の受信器装置。
【請求項８】
　請求項１に記載の誘導表面波の受信器装置（４００）によって行われる方法であって、
　地上局（６０６）から送出された基準誘導表面波（６０３）を受信することと、
　前記基準誘導表面波の波長及び位相（６１３）を識別することと、
　前記地上局から送出された重ねられた誘導表面波（６０９）を受信することと、
　前記基準誘導表面波の波長の数として測定される前記重ねられた誘導表面波（６０９）
の範囲を識別することと、
　前記基準誘導表面波の前記位相及び前記重ねられた誘導表面波の前記範囲に少なくとも
部分的に基づいて、前記地上局（６１６）からの前記受信器ネットワークの距離を計算す
ることと、
　前記地上局からの前記距離に少なくとも部分的に基づいて、前記受信器ネットワークの
現在位置（６１９）を判定することと、を含む、方法。
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【請求項９】
　第２の地上局から送出された第２の基準誘導表面波を受信することと、
　前記第２の基準誘導表面波の第２の波長及び第２の位相を識別することと、
　第２の地上局から送出された第２の重ねられた基準誘導表面波を受信することと、
　前記第２の基準誘導表面波の波長の第２の数として測定される、前記送出された第２の
重ねられた誘導表面波の第２の範囲を識別することと、
　前記第２の基準誘導表面波の前記第２の位相及び前記第２の重ねられた誘導表面波の前
記第２の範囲に少なくとも部分的に基づいて、前記第２の地上局からの第２の距離を計算
することと、を更に含み、
　前記現在位置を判定することは、前記第２の地上局からの前記第２の距離に更に少なく
とも部分的に基づくものである、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　慣性データに少なくとも部分的に基づいて大体の位置を識別することを更に含み、前記
現在位置を判定することは、前記大体の位置に更に少なくとも部分的に基づくものである
、請求項８又は９に記載の方法。
【請求項１１】
　セルラーネットワークタワーの識別情報に少なくとも部分的に基づいて大体の位置を識
別することを更に含み、前記現在位置を判定することは、前記大体の位置に更に少なくと
も部分的に基づくものである、請求項８又は９に記載の方法。
【請求項１２】
　ブロードキャスト伝送を受信することと、
　前記ブロードキャスト伝送の識別情報に少なくとも部分的に基づいて、大体の位置を識
別することと、を更に含み、
　前記現在位置を判定することは、前記大体の位置に更に少なくとも部分的に基づくもの
である、請求項８又は９に記載の方法。
【請求項１３】
　無線ネットワークから信号を受信することと、
　前記無線ネットワーク用のアクセスポイントに関連付けられた媒体アクセス制御（ＭＡ
Ｃ）アドレスを識別することと、
　前記ＭＡＣアドレスに少なくとも部分的に基づいて、大体の位置を識別することと、を
更に含む、請求項８又は９に記載の方法。
【請求項１４】
　前記現在位置を判定することは、前記大体の位置に更に少なくとも部分的に基づくもの
である、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記重ねられた誘導表面波は、前記基準誘導表面波より高い周波数を有する、請求項８
～１４のいずれか一項に記載の方法。
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